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第 3章 国土利用計画法 
 

問１．事後届出制について、以下の空欄を埋めよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後届出 
12    が、契約日から２週間以内に、 

知事へ届出(13   を経由) 

届出が必要な 

土地の面積 

届出が必要な 

契約 

都市計画区域 

1    ・・・・2   ㎡以上 

3      ・・4   ㎡以上 

非線引き区域・・・5,000 ㎡以上 

都市計画区域外(5      含む)・6   ㎡以上 

売買 

売買の予約 

交換 

条件付売買 

【届出不要な契約】 

・7     の行使 

・条件の 8    

・9   の設定 

・10   

・相続・11  ・土地収用 

【そもそも事後届出が不要な場合】 

・当事者の 14    が国・地方公共団体(都道府県・市町村) 

・農地法の 15    を受けることを要する契約 

・民事調停法による 16  、民事訴訟法による 17   

※届出を怠っても、契約自体は有効 
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【解答１】事後届出制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思い出す】解答を見ずに、以下の内容を説明せよ。 

１．事後届出が必要な土地の面積を、区域ごとに説明せよ。 

２．事後届出が不要な契約に該当する例・しない例をそれぞれ挙げよ。 

３．土地の面積や契約の有無にかかわらず、常に事後届出が不要な場合を 3 つ挙げよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事後届出 
権利を取得した者が、契約日から２週間以内に、 

知事へ届出(市町村長を経由) 

届出が必要な 

土地の面積 

届出が必要な 

契約 

都市計画区域 

市街化区域・・・・2,000 ㎡以上 

市街化調整区域・・5,000 ㎡以上 

非線引き区域・・・5,000 ㎡以上 

都市計画区域外(準都市計画区域含む)・10,000 ㎡以上 

売買 

売買の予約 

交換 

条件付売買 

【届出不要な場合】 

・予約完結権の行使 

・条件の成就 

・抵当権の設定 

・贈与 

・相続・時効・土地収用 

【そもそも事後届出が不要な場合】 

・当事者の一方または双方が国・地方公共団体(都道府県・市町村) 

・農地法の 3 条許可を受けることを要する契約 

・民事調停法による調停、民事訴訟法による和解 

※届出を怠っても、契約自体は有効 
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問２．事後届出の手続きについて、以下の空欄を埋めよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要に応じて知事による権利処分に関する「あっせん」 

当事者間の契約 

事後届出 

・1    が届出 (2    を経由して知事に届出) 

・3    ・土地の 4    などを届出する 

・届出しないと罰則 5  (ただし、契約自体は 6  ) 

2 週間以内 

7   の審査 問題なし 

問題あり 

勧告 
・届出の日から 3 週間以内に「利用目的を変更せよ」と勧告 

 ※8    は審査対象外なので勧告されない 

従う 

従わない 

公表 
・知事は「勧告の内容・従わなかった旨」を公表できる。 

※勧告に従わなくても罰則 9   、契約自体も 10    
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【解答２】事後届出の手続き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【思い出す】解答を見ずに、以下の内容を説明せよ。 

１．事後届出は、「誰」が「いつ」までに「誰」に対して「何」を届け出るのか説明せよ。  

２．事後届出がなされた後の手続きを説明せよ。 

２．事後届出の怠った場合、勧告に従わなかった場合、それぞれ罰則の適用はあるか。 

 

 

 

必要に応じて知事による権利処分に関する「あっせん」 

当事者間の契約 

事後届出 

・権利を取得した者が届出 (市町村長を経由して知事に届出) 

・対価の額・土地の利用目的などを届出する 

・届出しないと罰則あり(ただし、契約自体は有効) 

2 週間以内 

利用目的の審査 問題なし 

問題あり 

勧告 
・届出の日から 3 週間以内に「利用目的を変更せよ」と勧告 

 ※対価の額は審査対象外なので勧告されない 

従う 

従わない 

公表 
・知事は「勧告の内容・従わなかった旨」を公表できる。 

※勧告に従わなくても罰則なし、契約自体も有効 


